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竜巻により車両が飛来物とならないよう、
竜巻襲来予測時に車両を遠くへ退避する
ためのエリアを確保すること、退避しな
い車両は十分な強度を有する装置で固縛
することを確認。

竜巻が襲来すると発電所近くの車や資材
は飛ばされて設備を壊してしまうおそれ
があるが、それらを退避する場所は確保
しているのか、また、退避できない場合
に備え、どのような対策を検討している
のか。

○ 竜巻に対する車両の管理

竜巻準備体制発令時の対応イメージ

【平時の車両管理】

• 竜巻襲来時に備え、発電所構内には、竜巻による影響から防護する必
要のある施設（原子炉建屋など）から一定の範囲内を車両管理エリア
として設定

• 車両管理エリア内に駐車する車両は、作業員が近くにいてすぐに車両
を退避させられる場合や重くて飛来物とならない大型車両を除いて原
則固縛する。

• 車両を固縛する装置は、風速100m/sの竜巻にも耐えられるよう設計

【竜巻襲来時の対応】

• 固縛していない車両は、竜巻準備体制発令時に直ちに固縛又は退避を
行う。

• 車両を退避するエリアは、竜巻襲来までの時間余裕30分に対し最長17
分で移動可能であり、かつ想定される退避車両数80台に対し十分余裕
のある面積（大型車両300台分）を有する場所を平常時から確保

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/gentai/anzen/nuclear/anzen/tokaidaini_wt_kekka.html

